
★クラブの保険担当者を１名お決めください
　（会長等の役職者である必要はありません。実際にお世話される方をお願いします）
★加入申込書のご請求　
以下の項目を明記のうえFAXまたはハガキまたはEメールで全国老人クラブ連合会「保険係」まで資料請
求してください。お電話でも承ります。

〒100-0013  東京都千代田区霞が関３-３-２  新霞が関ビル５階

公益財団法人

〈取扱代理店〉有限会社 シニアサービス社　TEL.03-3597-8768
〈引受幹事保険会社〉 東京海上日動火災保険株式会社 医療・福祉法人部　TEL.03-3515-4143

ホームページ  http://www.senior-ltd.com/ メールアドレス  hoken@senior-ltd.com

03-3597-8770お問い合わせ
ご相談 先専用FAX 03-3597-8767加入申込書等、

資 料 請 求 先

受付時間 9：30から12：00まで〈土、日、祝祭日、年末年始休〉13：00から17：00まで

①所属の市区町村老連名　
②単位老人クラブ名　
③保険担当者氏名

④郵便番号
⑤住所
⑥電話番号

⑦全会員数　
⑧加入予定人数
⑨希望の保険（傷害保険または賠償責任保険または両方）

◆資料請求受付期間

新規加入をご検討のクラブ（会員）へ

７月１日から８月末日、１月４日から２月末日 
随時受付中

全国老人クラブ連合会に連なる都道府県・指定都市老連および
市区町村老連に所属している単位老人クラブが加入できます 

老人クラブや会員だけが利用できる保険です。

ご自身のケガの補償

老人クラブ傷害保険老人クラブ傷害保険老人クラブ傷害保険老人クラブ傷害保険
自分がケガをしてしまった時の保険です。

会員は所属クラブを通じての任意加入となります。 クラブ全会員での加入が条件となります。

24時間型 活 動 型

相手の物、ケガの補償

老人クラブ賠償責任保険老人クラブ賠償責任保険老人クラブ賠償責任保険老人クラブ賠償責任保険
他人の物を壊したり、

ケガをさせた時の保険です。

老人クラブ会員向けに
傷害保険 賠償責任保険で・
全国老人クラブ連合会では所属の単位老人クラブの会員向けに、
もしもの時にそなえる保険をご用意しています

安心
補償

※この広告は、「老人クラブ傷害保険（老人クラブ団体傷害保険特約付帯傷害保険、総合生活保険（傷害補償））」と「老人クラブ賠償責任保険（施設賠償責
任保険・生産物賠償責任保険）」についてご紹介したものです。
ご加入にあたっては、必ず｢パンフレット」｢概要・重要事項説明書｣等をよくお読みください。ご不明な点につきましては、全老連「保険係」までお問い合
わせください。 2024年2月作成　23TC-008004

資料請求
お問い合わせ先

老人クラブ傷害保険
老人クラブ賠償責任保険


